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イノシシと人間の関わり（概要） 

 

 イノシシ（Sus scrofa  Linnaeus,1758）以下「イノシシ」という。）は、常緑広

葉樹林、落葉広葉樹林、里山の二次林、低山帯と隣接する水田、農耕地、平野部に生

息する。 

 雑食性で、地表から地中にかけての各種の植物と動物を掘り起こして採食する。 

 反芻胃は持たない。 

 出産期は春から秋で通常１年に１回出産するが、春と秋に２回出産することもある。 

 妊娠期間は約 120 日、多仔出産で、産仔数は環境（栄養条件）によって異なるが、

野外での平均はニホンイノシシでは 4.5 頭である。 

ユーラシア大陸に広く自然分布しており、古くから重要な食料として狩猟対象と

されてきた。 

 古くから家畜化が進み、ブタ（Sus scrofa var.domesticus：イノシシが家畜化さ 

れたもの、種としては同一）として、人間の移動とともにアメリカ大陸、オー 

ストラリア大陸、その他島嶼地域にも移入され野生化している。 

 国内においても、古くから重要な狩猟資源として利用され、縄文時代の貝塚や遺跡 

から骨が発掘される。 

 一方、基本的には里地里山の動物であることから、農業にとっては最大の加害獣の

一つであり、江戸時代の中期には、大小の猪垣（猪土手）の構築、見張りや威鉄砲に 

よる追払いなどの様々な対策が講じられ、各地に遺構として残されている。 

 そのため、大きな捕獲圧のかかった種でもあり、江戸末期には平野部と隣接する丘 

陵地帯から姿を消し、明治から大正にかけて、東北地方の太平洋側では分布域 

がほとんど消滅した。 

 しかしその分布域も昭和中期から拡大傾向に転じ、現在もその傾向が続いており、

平成に入ってから被害量も急増し、全国の平成 27 年の農業被害額は約 51 億円となっ 

ており、ニホンジカに次いで大きな被害となっている。 
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１ 長野県内のイノシシの生息状況 

 （１）分布状況及び分布の推移  

    本県のイノシシは、2000 年以前の時点では中南信地域を中心に分布していた

が、2000 年以降は分布を北東部に拡大し、現在では、ほぼ県下全域に分布して

いる。（図１） 

図１ 県内のイノシシの分布 

平成 28 年（2016 年） 
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図２ 県内のイノシシの分布の推移 
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 （２）第２期（前期）計画時との分布の比較    

 

図３ 分布状況（平成 25 年と平成 28 年の比較） 

※平成 28 年度のアンケート調査結果、出猟カレンダー集計より作成 
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※参考 

   

図４ アンケートにより収集された生息情報 
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２ 隣接県におけるイノシシの生息状況 

 長野県に隣接する８県におけるイノシシの生息状況及び第二種特定鳥獣管理計

画の策定状況について以下に示す。 

なお、第二種特定鳥獣管理計画はすべての県において策定されている。 
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図５ 隣接県の状況（生息及び特定鳥獣保護管理計画） 

■富山県 

【生息状況】 

分布は県内全域に広がっており、標高 25～

300m の丘陵地から山間地を含む低山帯を中心

に生息している。 

【第二種特定鳥獣管理計画】 

平成 27 年度策定、平成 28 年度改正 

■新潟県 

【生息状況】 

上越地区、中越地区を中心に生息している。 

【第二種特定鳥獣管理計画】 

平成 27 年度に従来の計画を見直して策定 

■岐阜県 

【生息状況】 

ほぼ県全域に生息し、生息域は高

山帯にも拡大しつつある。 

【第二種特定鳥獣管理計画】 

平成 27 年度策定、平成 28 年

度一部変更 

■群馬県 

【生息状況】 

山岳地帯を除く県全域にわた

って生息している。 

【第二種特定鳥獣管理計画】 

平成 27 年度策定、平成 28 年

度一部改正 

■静岡県 

【生息状況】 

ほぼ県全域の約 83%で生息が確認されている。 

【第二種特定鳥獣管理計画】 

平成 29 年度策定 

■山梨県 

【生息状況】 

市街地や高標高地域を除くほぼ全域に生息し

ている。 

【第二種特定鳥獣管理計画】 

平成 28 年度策定 

 

■愛知県 

【生息状況】 

第二種特定鳥獣管理計画の対

象区域を中心に県東部の広い

範囲に分布し、近年、西方向

や南方向へ生息域を広げてい

る 

【第二種特定鳥獣管理計画】 

平成 28 年度策定 

■埼玉県 

【生息状況】 

県中部以西の山地や丘陵地、

丘陵地に隣接する平野部に生

息している。 

【第二種特定鳥獣管理計画】 

平成 27 年度策定 
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３ 長野県のイノシシによる被害状況の変化等 

 （１）被害分布の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ ５年前と比較した被害発生の増減（平成 28 年作図） 
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① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

 

 （２）大規模な猪垣の分布跡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図７ 県内の大規模な猪垣跡（浦山佳恵,1999：長野県自然保護研究所紀要第２巻） 
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図９ 平成 28 年度農林業被害額（単位：千円） 

図８ 農林業被害額の推移（単位：千円） 

４ 農林業被害額の状況 

農林業の被害金額については、いずれの地域においても平成 22 年度以降は減少

傾向となっている。 

 

 

 

 

※ 農林業被害額は長野県が行っている「農林業被害額調査」の集計結果によるもの

であり、以下により調査を実施。 
 

表１ 調査の方法・項目・対象 

区分 調査方法 調査項目 被害額算出対象 

農業被害額 各市町村が JA 等関係団

体や農家からの聞き取り

及び報告により、被害額

とりまとめを実施。 

・被害面積 

・被害量 

・被害額 

・農作物 

 （稲、麦類、豆類、雑穀、

果樹、飼料作物、野菜、いも

類、工芸農作物、その他） 

林業被害額 各市町村が森林組合等へ

被害区分・被害量を聞き

取り、被害額を算出。 

・被害面積 

・被害金額 

・被害材積 

・被害時期 

・林木 

・特用林産物 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 H28

農業被害

林業被害

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

佐久 上小 諏訪 上伊那 下伊那 木曽 松本 北安曇 長野 北信
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566

18

27

32

43

82

65

66

62

144

27

539

19

72

39

38

93

64

63

24

108

19

184

2

39

2

3

35

6

4

2

67

24

5

1

1

1

2

205

10

39

3

10

19

30

19

30

33

12

5

1

1

3

45

1

2

1

6

11

14

5

5

37

1

2

3

12

6

7

1

3

2

113

16

11

2

3

7

14

21

19

14

6

5

4

1
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全県

佐久

上小

諏訪

上伊那

下伊那

木曽

松本

北安曇

長野

北信

穀類 野菜 果樹 園芸作物 その他（農業被害）

樹木 林産物 その他（林業被害） 生活被害 人身被害

※数値はアンケートに対する回答数（N=1,704） 
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12%
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図 10 地域ごとの被害農林作物等の割合(H28 実施アンケートより) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 11－１ 農作物区分ごとの被害内訳（割合） 
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1%

農作物全般

31%

その他

13%

野菜
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60%

ブドウ

4%
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2%

果樹全般

27%

その他

7%

果樹

図 11－２ 農作物区分ごとの被害内訳（割合） 

図 11－３ 農作物区分ごとの被害内訳（割合） 
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図 12 市町村別被害金額（平成 27 年度） 
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表２ 地域（10 の地域振興局エリア）ごとの農林産物被害発生状況 
 

地域 被害内容 

佐久 
・佐久市や北佐久郡の町村で農作物被害が発生しているのに対して、

南佐久郡の町村には、農作物被害が報告されていない町村がある。 

上田 ・全域で農作物被害が発生しており、上田市の被害金額が大きい。 

諏訪 

・岡谷市を除いて農作物被害が発生しており、下諏訪町で被害金額が

特に大きい。 

・諏訪市では林産物被害も発生している。 

上伊那 
・全域で農作物被害が発生しており、伊那市の被害金額が特に大きい。 

・辰野町、伊那市では林産物被害も発生している。 

南信州 
・全域で農作物被害が発生しており、飯田市の被害金額が特に大きい。 

・喬木村では林産物被害も発生している。 

木曽 
・全域で農作物被害が発生しており、木曽町の被害金額が大きい。 

・上松町、大桑村では林産物被害も発生している。 

松本 
・朝日村を除いて、農作物被害が発生しており、松本市の被害金額が

大きい。 

北アルプス 
・全域で農作物被害が発生している。 

・池田町では林産物被害も発生している。 

長野 ・全域で農作物被害が発生しており、長野市の被害金額が特に大きい。 

北信 
・野沢温泉村を除き農作物被害が発生しており、山ノ内町の被害金額

が大きい。 
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５ 対策の効果と課題 

 （１）被害対策方法ごとの効果と課題は以下のとおり。 
 

  表３ 対策方法別の効果と課題 

方法  効果  課題  

被害防除  

（侵入防止柵の設置）  

・トタン柵、金網柵、ワイヤ

ーメッシュ柵、電気柵を各

地の現地状況により選択さ

れ、設置された。これによ

り、農地への侵入が防がれ、

被害が減少した地域があ

る。  

・設置後のメンテナンスを行わ

ないと、破損部、隙間部分等

から突破され、侵入されてし

まう。  

・周辺の緩衝帯整備が不十分だ

と効果が現れにくい。  

・地形や道路、河川等の状況に

応じて設置しなければ、効果

が低くなる。特に、道路、河

川を横切らざるを得ない部

分（開口部）の対策が課題。 

捕 獲  ・被害地及びその周辺におい

て加害個体を中心に捕獲を

実施することで被害は軽減

される  

・猟友会員の高齢化により、捕

獲従事者が不足している。  

・民家周辺で出没した際、捕獲

が困難である。  

・捕獲しても、時間経過ととも

に被害が再発する。  

生息環境  

（緩衝帯の整備、誘引要

因の除去）  

・イノシシの集落への出没頻

度が減少する。  

・侵入防止柵のメンテナンス

がしやすくなる。  

・担い手の高齢化や離農者の増

加により、果樹や農作物の放

棄や取り残しが発生してい

る。また、緩衝帯整備後、継

続整備の人手不足がある。  

・離農等による耕作放棄地や、

藪が多い河川等も移動ルー

トとなっているので被害情

報マップを活用し、関係者と

情報を共有して取り組む必

要がある。  
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 （２）防除対策の状況 
 

  表４ イノシシ防除にかかる進入防止策の主な種類 

防護柵 資材の特徴と価格 
囲い方などの 

ポイント 

野生獣の侵入 

防止効果 

トタン板 
幅 80cm 以上のトタン板（目隠効

果）200 円～500 円/m 程度 

主にイノシシに対して

用いる。隙間を作らな

いように設置。 

イノシシ：○ 

シカ  ：× 

サル  ：× 

金網 

フェンス 

野生獣に押し広げられにくいよう

に 10cm 以下の目合がよい。200 円

～1,200 円/m 程度 

対象獣に応じた柵の高

さ、設置面の処理が必

要。 

イノシシ：◎ 

シカ  ：◎ 

サル  ：× 

ワイヤーメ

ッシュ 

イノシシ用は、径５mm 以上の鉄棒

で、目合いは 10cm 以下（幼獣の侵

入防止）のメッシュがよい。250

円～500 円/m 程度 

主にイノシシ用に用い

る。上部を折り返すと

侵入防止効果が高い。

またシカを防ぐには２

m の高さが必要。 

イノシシ：◎ 

シカ  ：○ 

サル  ：× 

ネット 

イノシシ、シカは金属線を編み込

んだ獣害専用ネット（目合いは

10cm 以下、シカと併用する場合は

５cm 以下）が効果的。 

侵入方向にネットを垂

らしてイノシシ、シカ

の侵入防止を図る。 

イノシシ：○ 

シカ  ：○ 

電気柵 

（電線型） 

アルミ線、針金、あるいは金属線

を編み込んだロープなどを使用。

250 円～1,00 円/m 程度 

漏電防止のため防護柵

の中では最も除草に手

間がかかる。 

イノシシ：◎ 

シカ  ：◎ 

電気柵 

（ネット

型） 

通電性（金属線などを編みこんだ）

ネット、金属フェンス等との併用

型。1,000 円～3,000 円程度 

主にサルに対して用い

る。管理は同上。 

イノシシ：◎ 

シカ  ：◎ 

サル  ：◎ 

※各防護柵の特徴（野生鳥獣被害防止マニュアル－実践編－ 2007 より抜粋 一部修正） 
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（ア）トタン柵  

イノシシには1.2ｍの柵を乗り越えるジャンプ力と、50～60kgの重さのものを

押しのける力があり、トタン板の強度や形状では物理的に遮断はできないが、目

隠し効果により一定の効果を発揮すること、比較的安価で設置も手軽なことから

県下各地で導入されている。  

なお、隙間があるとそこを破壊して侵入するケースがある。  

 

（イ）ワイヤーメッシュ柵  

トタン柵よりは高価だが、強度があること、高さが確保できることから導入さ

れている地域が増えてきている。  

上部を外側に折り返して高さを誤認させることにより効果を高めた「忍び返し

柵」の導入も始まっている。  

 なお、目隠し効果がないため、執着の高い農地では繰り返しのアタックにより

破壊される危険性もある。  

 

（ウ）電気柵  

電気ショックにより侵入を阻止するものであり、イノシシの場合、柵を登る能

力がないため３～４本の電線による簡易柵で効果を発揮し、比較的安価であるこ

とから各地で導入されている。  

一方で、管理不足による漏電等で効果を発揮しない柵、能力的に十分な電圧が

確保できない粗悪品の柵等も見受けられ、「電気柵は効かない」という誤解の元

になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     トタン柵      ワイヤーメッシュ柵       電気柵 
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表５ 県下における進入防止柵の設置状況 

年度 実施市町村数 設置延長(m) 累計延長(m) 

平成 17 年度 20 44,398 44,398 

平成 18 年度 17 45,202 89,600 

平成 19 年度 20 103,133 192,733 

平成 20 年度 36 139,728 332,461 

平成 21 年度 25 242,621 575,082 

平成 22 年度 26 109,555 684,637 

平成 23 年度 48 391,188 1,075,825 

平成 24 年度 62 410,992 1,486,817 

平成 25 年度 31 174,104 1,660,921 

平成 26 年度 21 83,640 1,744,561 

平成 27 年度 25 79,225 1,823,786 

平成 28 年度 25 57,673 1,881,459 

※国庫・県単事業に限る 

   表６ 地域ごとの柵設置延長の推移 

地域 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

実施 
市町村

数 

設置延長
(m) 

実施 
市町村

数 

設置延長
(m) 

実施 
市町村

数 

設置延長
(m) 

佐久  4 23,812 1 1,800 1 4,200 

上小 3 20,672 1 3,000 1 2,750 

諏訪 2 3,667 4 7,027 4 6,806 

上伊 0 0 2 7,757 2 5,837 

下伊 0 0 5 21,164 3 10,790 

木曽 0 0 0 0 1 600 

松本 4 11,774 2 8,420 3 12,009 

北安 3 10,720 3 15,694 3 6,037 

長野 4 12,995 5 11,442 5 6,518 

北信 0 0 2 2,969 2 2,126 

※国庫・県単事業に限る 
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図 13 捕獲の推移 

図 14 狩猟者登録数の推移 単位：件 

  （３）捕獲対策の状況 
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表７ 狩猟者登録数に占める 60 歳以上の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 被害情報マップの作成 
 

  表８ 被害情報マップへの記載事項等 

記載する情報  ①生息情報：目撃位置、目撃時期  

②加害情報：加害位置、加害対象、加害の時期  

③防除情報：柵、追い払い等の実施位置  

④捕獲情報：捕獲位置、捕獲方法、捕獲頭数、捕獲の内訳  

⑤その他：餌やりが行われている場所、廃果置き場 等  

情報の把握  

方法例  

①苦情等の集計 

②住民等からの聞取り 

③アンケート  

④現地調査等  

 

 

 

 

 

 

 

年度 
狩猟登録者数 

 60 歳以上の割合（％） 

H22 6,046 63.6 

H23 6,045 65.6 

H24 5,925 63.9 

H25 5,788 64.9 

H26 5,788 65.1 

H27 6,061 62.2 

H28 6,017 60.1 
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図 15 被害情報マップの作成例 

 

７ 計画策定に使用した調査資料の概要 

  第２種特定鳥獣管理計画（第３期イノシシ管理）策定に当たっては、以下データ  

 を用いて情報を整理した。 

  ・既存資料（捕獲頭数、最大積雪深、被害対策等に関する文献等） 

  ・アンケート調査 

   市町村、森林組合、国有林、ＪＡ、猟友会、鳥獣保護員、山小屋、環境省、 

公園、ゴルフ場、牧場（発送数 959 通、回収数 552 通、回収率 57.9％） 

・捕獲調査表集計 

・有識者への聞き取り 

・関係者への聞き取り（アンケート回答者へ内容確認等） 
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表９ マップ作成に使用したデータ 

マップ名 
使用データ 

平成 25 年度調査 今回の調査（平成 28 年度） 

県内のイノシシの分布、分

布の推移 

（P20 図１ P21 図２）  

・アンケート調査  

・捕獲調査票集計  

・聞き取り調査  

・アンケート調査  

・捕獲調査票集計  

・聞き取り調査  

分布状況（平成25年と平成

28年の比較）  

（P22図３）  

・アンケート調査  

・聞き取り調査  

・アンケート調査  

・聞き取り調査  

5年前と比較した被害発生  

の増減 

（P25 図６）  

・アンケート調査  ・アンケート調査  

市町村別被害額（平成27年

度）  

（P30 図12）  

・市町村ごとの被害額、被害面

積に関する統計データ  

・市町村ごとの被害額、被害

面積に関する統計データ  
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 参考資料 アンケート調査票 
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（様式例１－１） 

 

 

 

 

 

 

　長野県ニホンジカ・イノシシ 捕獲記録表

１　市町村名

銃猟

【記入上の留意事項】
　〇許可捕獲の実施に際して記録をお願いします。
　○メッシュ番号は、長野県鳥獣保護区等位置図を参照し、数字を記入してください。
　○目撃や捕獲がなかった場合も、実施日、メッシュ番号を記入してください。
　○目撃数は、メッシュごとに従事者が目撃した頭数について記入してください。
　○捕獲したシカ等は目撃数に加えないでください。
　○従事者から捕獲個体に関する情報提供等があった場合は、備考欄に記入してください。

２　出猟と捕獲に関する記録

目撃数

イノシシ出猟場所
（メッシュ番

号）

従事者数 捕獲数目撃数

ニホンジカ

幼獣オス メス 不明 オス メス オス メス

備考

H28.10.1
182 10 2 3 1 1 シカ１頭妊娠

出猟月日 捕獲数

記入例
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（様式例１－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置期間

開始日 終了日

設置期間

開始日 終了日

10

1 11

シカ１頭妊娠

囲いわな

1 1 1 1

12

オス メス オス

イノシシ ニホンジカ イノシシ ニホンジカ イノシシ

メス 幼獣オス メス 幼獣

捕獲数

16

メス オス

わな猟

【記入上の留意事項】
　〇許可捕獲の実施に際して記録をお願いします。
　○メッシュ番号は、長野県鳥獣保護区等位置図を参照し、数字を記入してください。
　○見回りの際には、捕獲がなかった場合も、見回り日、メッシュ番号を記入してください。
　○見回りや捕獲個体に関する情報提供等あった場合は備考欄に記入してください。

　長野県ニホンジカ・イノシシ捕獲記録表

１　市町村名

２　わな設置に関する記録

番号

2

メス 幼獣

備考

３　捕獲に関する記録

13

番号
設置場所

（メッシュ番号）

台数
くくりわな 箱わな 囲いわな

1
106 H28.6.1 H28.7.31 3

H28.10.1

見回り月日
くくりわな 箱わな

14

オス

ニホンジカ

4

　捕獲場所
（「２わな設置に

関する報告」の番

号を記載） オス メス

5

設置場所
（メッシュ番号） くくりわな 箱わな 囲いわな

台数

3

15

6

7 17

8 18

9 19

10 20

記入例

記入例

同じ地区に架設したものをまとめてください。

捕獲の記録は、捕獲場所ごとでまとめてください。
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（様式例２－１） 

 

 

 

 

 

 

　長野県ニホンジカ・イノシシ出猟カレンダー

１　捕獲者に関する情報

銃猟

許可/登録番号

【記入上の留意事項】
　○メッシュ番号は、長野県鳥獣保護区等位置図を参照し、数字を記入してください。
　○グループ猟の場合は重複しないようにするため、代表者の方が記入して提出してください。
　○出猟した場合は、目撃や捕獲がなかった場合も、出猟日、メッシュ番号を記入してください。
　○目撃数は、メッシュごとに自分が目撃した頭数について記入してください。
　○捕獲したシカ等は目撃数に加えないでください。
　○出猟や捕獲個体で何か気づいたことは、備考欄に記入してください。

氏名 捕獲区分 □　狩猟 □　許可捕獲

※収集した個人情報は、ニホンジカ、イノシシの捕獲状況分析のために使用し、目的外に個人情報を利用する場合は、本人に同意をいただくこととします。

２　出猟と捕獲に関する記録

目撃数

イノシシ出猟場所
（メッシュ番

号） オス メス 不明 オス メス オス メス

備考

H28.10.1
182 10 2 3 1 1 シカ１頭妊娠

出猟月日 捕獲数
同行者数
（自分も含

む）

捕獲数目撃数

ニホンジカ

幼獣
記入例
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（様式例２－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 11

設置期間

開始日 終了日

設置期間

開始日 終了日

10

シカ１頭妊娠

囲いわな

1 1 1 1

4

　捕獲場所
（「２わな設置に
関する報告」の番

号を記載） オス メス オス メス 幼獣 オス メス オス

ニホンジカ イノシシ ニホンジカ イノシシ ニホンジカ イノシシ

捕獲数

3

12

メス 幼獣 オス メス オス

わな猟

許可/登録番号

【記入上の留意事項】
　○メッシュ番号は、長野県鳥獣保護区等位置図を参照し、数字を記入してください。
　○複数人でわなを管理している場合は、代表者の方が記入して提出してください。
　○見回りの際には、捕獲がなかった場合も、見回り日、メッシュ番号を記入してください。
　○見回りや捕獲個体で何か気づいたことは、備考欄に記入してください。

　長野県ニホンジカ・イノシシ出猟カレンダー

１　捕獲者に関する情報

２　わな設置に関する記録

番号

氏名 捕獲区分 □　狩猟 □　許可捕獲

※収集した個人情報は、ニホンジカ、イノシシの捕獲状況分析のために使用し、目的外に個人情報を利用する場合は、本人に同意をいただくこととします。

2

メス 幼獣

備考

３　捕獲に関する記録

13

番号
設置場所

（メッシュ番号）

台数
くくりわな 箱わな 囲いわな

1
106 H28.6.1 H28.7.31

設置場所
（メッシュ番号） くくりわな 箱わな 囲いわな

台数

3

H28.10.1

見回り月日
くくりわな 箱わな

14

16

5 15

7 17

6

8 18

9 19

10 20

記入例

記入例

同じ地区に架設したものをまとめてください。

捕獲の記録は、捕獲場所ごとでまとめてください。


